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１ 
 

平成28年７月21日  

 

 情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事業部会 

  部会長  辻  正 次 殿 

 

                             接 続 委 員 会 

                                主 査    相 田  仁 

 

 

報 告 書 

 

 

平成28年５月27日付け諮問第3085号をもって諮問された事案について、調査の結果、下記のと

おり報告します。  

 

記 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本・西日

本」という。）の第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の変更の認可について

は、諮問のとおり認可することが適当と認められる。 

   

２ なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は、別添のとおりであり、総務

省においては、以下の措置が講じられることを要望する（括弧内は別添において対応する当

委員会の考え方）。 

 

ＮＴＴ東日本・西日本に対し、ＮＴＴ東日本・西日本の利用部門が利用しているＮＧＮの

網機能のうち、接続約款で明記されていない網機能及びその仕様について、提供するサービ

ス、網機能及びその仕様の対応関係が明確になるように整理した上で、本年11月末までに総

務省に報告するとともに、公表することを要請すること（考え方２）。 

 

以上 

 



 

 ２ 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備 

に関する接続約款の変更案に対する意見及びその考え方 

（平成 28年度の次世代ネットワークに係る接続料の改定） 

 

意   見 再  意  見 考  え  方 
修正の 

有無 

意見１ 算定方式を含めたＮＧＮ接続料全般の

在り方の議論を開始すべき。 

再意見１ 考え方１  

○ 現在の NGN 接続料は、平成 20 年 3 月 27 日

付答申「次世代ネットワークに係る接続ルー

ルの在り方について」(以下、「NGN 答申」と

いいます。)において、「少なくとも商用開始

から２００９年度までの接続料について、～

(略) 将来原価方式等の採用が現実的な選択

肢となる」と整理されたことを受けて設定さ

れた、言わば暫定的なものと認識しています

が、これまで見直しは行われていません。NGN

答申から 10 年近く経った現在、NGN の状況は

当時と比較して大きく変わっていることか

ら、算定方式を含めた NGN 接続料全般の在り

方の議論を開始すべきと考えます。 

（ソフトバンク） 

○ NGN接続料は、平成２０年１２月２５日付

報告書「次世代ネットワークに関する接続料

算定等の在り方について」において、接続料

原価算定の基本的枠組みやコストドライバの

在り方等が整理されたことを受けて設定され

たものであり、「暫定的なもの」ではないと

考えます。 

また、それ以降、７年間に渡って毎年度の

接続料改定プロセスにおいて将来原価方式に

よる算定も含めた接続料の適正性について検

証され、認可を受けているものであり、適正

なものと考えます。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 

○ 平成 28 年２月に総務大臣から情報通信審議

会に「固定電話網の円滑な移行の在り方」が

諮問され、現在、同審議会電話網移行円滑化

委員会において、移行後のＩＰ網のあるべき

姿や円滑な移行の在り方について議論がなさ

れている。 

   ＮＧＮ接続料全般の在り方については、こ

うした議論の動向も踏まえて、改めて検討す

ることが適当である。 

 

（参考） 

 情報通信審議会答申「次世代ネットワークに

係る接続ルールの在り方について」(平成 20 年

３月 27日) 

「少なくとも商用開始から 2009 年度までの接続

料について、実績原価方式やＬＲＩＣ方式で算

定することは現実的ではなく、将来原価方式等

の採用が現実的な選択肢となると考えられ

る。」 

無 

意見２ ＮＴＴ東日本・西日本利用部門がＮＧ

Ｎにおける未アンバンドル機能を利用した時

点で、接続事業者にも開放されるべき。ま

た、現時点で存在する未アンバンドル機能は

直ちにアンバンドルすべき。 

再意見２ 考え方２  

（別添） 



 

 ３ 

意   見 再  意  見 考  え  方 
修正の 

有無 

○ NGN における未アンバンドル機能は、東日本

電信電話株式会社殿及び西日本電信電話株式

会社殿(以下、併せて「NTT 東西殿」といいま

す。)利用部門が独自に NGN を利用している機

能を指しますが、その利用のための仕様や料

金が接続事業者に開示されていません。その

ため、未アンバンドル機能と同様の機能を接

続事業者が利用するには、NTT 東西殿管理部門

との接続協議を経て当該機能がアンバンドル

されることが必要です。一方で、接続事業者

の要望によってアンバンドルされた機能は、

NTT 東西殿利用部門が即時、接続事業者と同等

の条件で利用することが可能です。 

このように、未アンバンドル機能の存在

は、NGNにおいて NTT東西殿管理部門と利用部

門との間で正しい分離が行なわれておらず、

且つ NTT 東西殿利用部門と接続事業者の間で

同等性が確保されていない証左であると考え

ます。未アンバンドル機能のように NTT 東西

殿利用部門のみ独占的に利用することが可能

である本制度は、弊社が優先制御機能の開放

議論で主張しているように、接続事業者に圧

倒的に不利な状況を作り出す要因となるもの

です。 

接続事業者が NTT 東西殿利用部門と同時期

同条件で NGN を利用できる環境とするため、

NTT 東西殿利用部門が機能を利用した時点で接

続事業者にも開放されるべきです。また、現

時点で存在する未アンバンドル機能は直ちに

アンバンドルし、NGN の公正競争を確保すべき

です。 

（ソフトバンク） 

○ ＮＧＮのアンバンドルは、平成２０年３月

２７日付答申「次世代ネットワークに係る接

続ルールの在り方について」において「ＮＧ

Ｎのアンバンドルを検討するに際しても、１

９９６年答申で示されたアンバンドルの基本

的な考え方は踏襲すべき」とされ、平成２６

年１２月１８日付答申「２０２０年代に向け

た情報通信政策の在り方」において、改めて

「ア）具体的な要望があること、イ）技術的

に可能であること、ウ）過度な経済的負担が

ないことに留意すること、というアンバンド

ルの３要件への適合性を検討し、これらの３

要件を満たす場合には、接続料規則を改正す

ることによりアンバンドル機能を拡充するこ

とが適当」との考え方が示されています。当

社としては、上記考え方に則り、接続事業者

から具体的なアンバンドル要望があれば、こ

れまでと同様に、その提供に向けて誠実な対

応を行っていく考えです。 

なお NGN については、サービス開始以前か

ら、ＮＮＩ/ＳＮＩ/ＵＮＩの接続インタフェ

ース条件を事前に開示し、事業者からのご意

見を伺った上で、さらに１年間のトライアル

を実施する等、自主的にオープン化に取り組

んできております。 

（ＮＴＴ東日本・西日本） 

 

○ NTT東西はソフトウェア以外の部分も多く

抱えているため、ある程度はアンバンドルさ

れない機能があっても仕方ないと考える。 

アンバンドルについては、あくまで必要時の

オプション的なものではないかと察する。 

 

どうも、ソフトバンク株式会社が公正とい

○ 公正な競争環境を整備するためには、ボト

ルネック設備をＮＴＴ東日本・西日本が利用

する場合と接続事業者が利用する場合との同

等性が確保されていることが必要 であるが、

現状ではＮＴＴ東日本・西日本が提供するサ

ービス、網機能とその仕様の対応関係が明確

になっているとは言いがたい。 

 

○ そのため、ＮＴＴ東日本・西日本は、これ

まで情報開示告示の規定に則り、網機能の提

供予定時期の 90 日前までに接続インタフェー

ス条件等を開示してきたが、これに加えて、

ＮＴＴ東日本・西日本において、ＮＴＴ東日

本・西日本の利用部門が利用しているＮＧＮ

の網機能のうち、接続約款で明記されていな

い網機能及びその仕様について、提供するサ

ービス、網機能及びその仕様の対応関係が明

確になるように整理した上で、本年 11 月末ま

でに総務省に報告するとともに、公表するこ

とが適当である。（要請） 

 

 

 

無 



 

 ４ 

意   見 再  意  見 考  え  方 
修正の 

有無 

う単語を使って言っている事は、美味しい所

だけつまみ食いさせろ、という様に聞こえる

のであるが…。 

 

それとであるが、もし本当にその様な機能

があったとしても、当方としてはその機能に

ついて議論するには個別具体性が必要である

と考える。このソフトバンク株式会社の意見

は、あまりに漠としており、これを一概に認

めては物理回線提供業者が損をするばかりに

なる危険性があると思われるので、NGNが進

展しているとしても一般原則として取り入れ

るのは難しいと考える。 

（個人） 

 



５ 

平成28年７月27日  

 

 総 務 大 臣 

  山 本 早 苗 殿 

 

                             情報通信行政・郵政行政審議会 

                                会 長    多 賀 谷 一 照 

 

 

答 申 書（案） 

 

 

平成28年５月27日付け諮問第3085号をもって諮問された事案について、審議の結果、下記のと

おり答申する。  

 

記 

 

１ 本件、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本・西日

本」という。）の第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の変更の認可について

は、諮問のとおり認可することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別添のとおりであり、総務

省においては、以下の措置が講じられることを要望する（括弧内は別添において対応する当

審議会の考え方）。 

 

ＮＴＴ東日本・西日本に対し、ＮＴＴ東日本・西日本の利用部門が利用しているＮＧＮの

網機能のうち、接続約款で明記されていない網機能及びその仕様について、提供するサービ

ス、網機能及びその仕様の対応関係が明確になるように整理した上で、本年11月末までに総

務省に報告するとともに、公表することを要請すること（考え方２）。 

 

以上 

 



６ 

 

Ⅰ 申請概要 
 

１．申請者 

東日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ東日本」という。） 

 代表取締役社長  山村 雅之 

西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。） 

    代表取締役社長  村尾 和俊 

（以下「ＮＴＴ東日本」及び「ＮＴＴ西日本」を｢ＮＴＴ東日本・西日本｣という。） 
 

２．申請年月日 

   平成28年５月18日（水） 

 

３．実施予定期日 

   認可後、平成28年４月１日（金）に遡及して適用 

    

４．概要 

 ＮＴＴ東日本・西日本のＮＧＮ（Next Generation Network）は、平成20年３月末から商用サービスが

開始されているところ、情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルールの在り方に

ついて」（平成20年３月27日）等を踏まえ、次の４機能に係る平成28年度接続料を設定するため、

接続約款の変更を行うものである。 

Ａ 一般収容ルータ接続ルーティング伝送機能（収容局接続機能） 

・・・他事業者が自らアクセス回線を調達し、又はＮＴＴ東日本・西日本からアクセス回線を

借りた上で、当該回線をＮＧＮの収容ルータに接続してＮＧＮを利用する形態 

Ｂ 関門交換機接続ルーティング伝送機能（ＩＧＳ接続機能）   

・・・電話サービス提供事業者が、自網をＮＴＴ東日本・西日本の関門交換機（ＩＧ

Ｓ:Interconnection Gateway Switch）に接続してＮＧＮ又はひかり電話網の電話利用者へ

の着信のために利用する形態 

Ｃ 一般中継ルータ接続ルーティング伝送機能（中継局接続機能） 

・・・他事業者が自らのＩＰ網をＮＧＮのＧＷルータ（ゲートウェイルータ）に接続してＮＧＮを

利用する形態 

Ｄ イーサネットフレーム伝送機能（イーサネット接続機能） 

・・・他事業者が自らのネットワークをＮＧＮイーサネットワークのＧＷスイッチ（ゲートウェイ

スイッチ）に接続してＮＧＮの機能（ＰＶＣタイプ）を利用する形態 

※ ＰＶＣ（パーマネント・バーチャル・サーキット）：１対１でのみ接続するサービス 

 



７ 

 

【参考１：ＮＧＮの機能概要】 

 

 

【参考２：ＮＧＮの機能と設備の関係】 

 
 

コ
ア
網

ア
ク
セ
ス
網

SIPサーバ ＧＷルータ

収容局
接続機能

収容ルータ（SNI）

E

ＩＳＰ網

接続機能 接続形態

IGS接続機能

網終端装置

収容ルータ 収容ルータ

コンテンツ
サーバ

ＮＴＴ東日本
ＮＧＮ（ＩＰ網）

：呼の流れインターネット

呼の流れ 実現サービス例

Ａ～Ａ’ NGNを経由したインターネット接続サービス。

Ｂ～Ｂ’ NGNを経由したコンテンツ配信サービス。

Ｃ’～Ｃ 東日本のユーザと接続事業者のユーザとの間の電話サービス。

Ｄ’～Ｄ 東日本のユーザと接続事業者のユーザとの間の電話サービス。

Ｅ’～Ｅ 東日本のユーザと接続事業者のユーザとの間の電話サービス。

A’

A

B’

B C’C D 

各サービスに適した品質や
帯域となるよう収容ルータを
制御する機能等を持つ。

IP網とPSTN網との間で
メディア変換等を行う装置。

D’
E’

中継ルータ

（例）CATV事業者 （例）接続事業者

ＮＴＴ東日本ＰＳＴＮ網

中継交換機

加入者交換機

（例）ＩＳＰ事業者
（例）コンテンツ配信事業者

メディア
ゲートウェイ

メディア
ゲートウェイ

接続事業者音声網

収容ルータ

接続事業者ＩＰ網

NTT東日本

中継局
接続機能

中継ルータ

※現時点（平成28年4月末時点）では、
NTT東日本・西日本相互間での利用が
あるのみ。

アクセス回線を
接続事業者が設置

収容ルータ

※ 上記接続機能のほか、イーサネット接続機能も存在するが、ＮＧＮとは設備を共用しないため上図には記載していない。

中継交換機

加入者交換機

NTT東日本

接続事業者ＩＰ網

ＧＷルータ

発信者番号の転送や
事業者間料金精算情
報の送出等を行う交
換機。

ＩＧＳ
(Interconnecting Gateway Switch)

接続機能

中継ルータ

関門交換機

関門交換機

※１ 地域IP網のNGNへの移行に伴い順次撤去
※２ 地域IP網からNGNへの移行後は、移行したユーザのトラヒックに係る網終端装置等については、NGNの設備として引き続き使用。

：既存設備 ：新たな設備（高度化・大容量化）

ＳＩＰ
サーバ

中継
ルータ

ｺﾝﾃﾝﾂ配信等
（ＱｏＳ）

ＩＰ電話、TV電話等

【凡例】

既存Ｂフレッツ
ユーザﾞ

＝UNI

ｺﾝﾃﾝﾂ配信等
（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ）

ＩＳＰ接続ｾﾝﾀｰｴﾝﾄﾞ型
ｻｰﾋﾞｽ等

９.収容
ＳＷ

新規イーサ
ユーザﾞ

UNI

11.

ＧＷ-ＳＷ

収容
ルータ

（ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
変換装置）

（他事業者
接続用スイッチ）

ISP

収容
ルータ

中継
ルータ

（ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
変換装置）

☞網掛けの設備及び自網内呼は、全部又は一部のコストが、
Ｅ：その他（未アンバンドル機能）に配賦されるもの

＝

地上デジタル放送
再送信等

他事業者網

地域IP網のNGNへの移行のための収容替え

９.収容
ＳＷ

６.収容ﾙｰﾀ
（ＳＮＩ）

ＩＳＰ

UNI

フレッツ光ネクスト
ユーザﾞ

＝

②フレッツ
・ＶＰＮ
（ＢＥ)

７.網終端
装置

オフィス
ユーザ等

③フレッツ
・キャスト
（ＢＥ)

６.収容ﾙｰﾀ
（ＳＮＩ）

コンテンツ事業者等

④地上ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ＩＰ再送信
向け（QoS)

６.収容ﾙｰﾀ
（ＳＮＩ）

３.ＳＩＰ
サーバ

⑤フレッツ
・キャスト
（QoS)

（他事業者
接続用ﾙｰﾀ）

４.ＧＷﾙｰﾀ

ＩＰ電話、TV電話

ＭＧ網終端
装置等

５.ＭＧ

NNI

地域IP網
ひかり
電話網 ＩＧＳ

NNI

他事業者網

ＮＧＮ
UNI/SNI

NNI

NNI
NNI

新規イーサ
ユーザﾞ

UNI

８.網終端
装置

０：フレッツ
光ネクスト
（ＢＥ)

２.中継ルータ⑦ひかり電話
（高音質等)

⑧ひかり電話（標準音質)

Ｂ：ＩＧＳ接続機能

⑨ビジネス
イーサワイド

＝

10.中継
ＳＷ

UNI＝

１.収容ルータ

NNI

自網内呼

光回線電話
ユーザﾞ

Ｃ：中継局
接続機能

Ａ：収容局接続機能

イーサ系サービスを足回りとした
法人向けひかり電話ユーザﾞ

UNI＝

NNI

Ｄ：イーサ機能

①フレッツ光
ネクスト

ＩＳＰ接続

⑥電話以外の
ＱｏＳサービス

６．収容ルータ
（ＩＰ電話）

※
１

※
２
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 Ⅱ 主な変更内容 

収容局接続機能、ＩＧＳ接続機能及び中継局接続機能に係る接続料の改定 

 

１．総論 

 

平成28年度接続料の概要 

本件申請では、ＮＧＮがサービス開始から日が浅く今後相当の需要の増加が見込まれるサ

ービスであることから、ＮＧＮの各機能について、平成 28 年度の接続料が将来原価方式で算

定されている。その際、今後の接続事業者の利用状況等によりＮＧＮの需要（トラヒック）が大き

く変化する可能性もあることから、算定期間を１年間として接続料が設定されている。平成 28

年度接続料の概要は、以下のとおり。 

 

平成 28年度接続料の概要 
（ ）内の数字は平成27年度接続料に対する増減率 

 収容局接続機能 
【装置ごと・月額】 

ＩＧＳ接続機能 
【３分】

※ 
中継局接続機能 

【１０Ｇポートごと・月額】 

平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 平成28年度 平成27年度 

ＮＴＴ東日本 
116.3万円 

（▲15.0％） 

136.8万円 

 

2.22円 

（▲20.9％） 

2.81円 

 

431.3万円 

（▲17.9％） 

525.0万円 

 

ＮＴＴ西日本 
138.2万円 

（▲7.6％） 

149.6万円 

 

2.63円 

（▲17.5％） 

3.18円 

 

387.5万円 

（▲18.8％） 

477.1万円 

 

※ １通信ごと・１秒ごとの料金は、P.13参照。中継系交換機能に係る接続料（平成27年度：３分当たり 0.38円、平成28年度：３

分当たり 0.22円）を含む。 

 

 

２．接続料の算定 

 

（１）需要の予測 

接続料の算定に用いられる需要は、まずフレッツ光及びひかり電話の各年度末の契約数を

予測し、次に、その契約者にＮＧＮの各サービスを提供するために必要な機能ごとの需要を求

める方法で予測されている。 

フレッツ光については、NTT東日本は、平成27年度は 26万契約（実績）の純増、平成28年

度は 30 万契約（予測）の純増、NTT 西日本は、平成 27 年度は 28 万契約（実績）の純増、平成

28 年度は 30 万契約（予測）の純増としている。また、ひかり電話については、ＮＴＴ東日本は、

平成 27年度は９万 ch（実績）の純増、平成 28年度は 10万ｃｈ（予測）の純増、NTT西日本は、

平成 27年度は 18万ｃｈ（実績）の純増、平成 28年度は０万ｃｈ（予測）の純増としている。※ 
※ 本件申請においては、平成27年度の需要の実績値が出たため、平成27年度のフレッツ光及びひかり電話の契約数には実績値

を用いている。 
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■ フレッツ光及びひかり電話の各年度末の契約数等予測 

区分 
ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成26年度末 平成28年度末 平成26年度末 平成28年度末 

ﾌﾚｯﾂ光（千契約） 10,403 10,967 8,313 8,893 

ひかり電話（千ｃｈ） 9,032 9,223 8,076 8,252 

 

上記で予測した数の契約数等に対し、ＮＧＮを用いる各サービスを提供するために必要な各

機能の需要を次の方法により、それぞれ予測している。 

 

①収容局接続機能の需要・・・平成 26 年度の実績を基に、ＮＧＮのエリア展開等を踏ま

えて予測した収容ルータの装置数 

②ＩＧＳ接続機能の需要・・・平成 26 年度の実績を基に、ひかり電話の増加等を踏まえ

て予測したＩＧＳ経由の通信回数及び通信時間 

③中継局接続機能の需要・・・平成 26 年度の実績を基に、ひかり電話の増加等を踏まえ

て予測したＧＷルータのポート数 

■各機能の需要 
 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成26年度末 平成28年度 平成26年度末 平成28年度 

収容局 
接続機能 

収容ﾙｰﾀ装置数（台） 3,695 3,787 2,728 2,807 

ＩＧＳ 
接続機能 

通信回数（千回） 8,889,422 8,204,997 8,387,299 7,902,547 
通信時間（千時間） 282,651 253,235 247,008 226,591 

ﾒﾃﾞｨｱｹﾞー ﾄｳｪｲ経由（千時間） 281,248 253,235 245,960 226,300 

中継局 
接続機能 

ＧＷﾙｰﾀ接続用ﾎﾟー ﾄ数（ﾎﾟー ﾄ） 4 4 4 4 

 

 

（２）接続料原価の算定 

接続料の算定に用いられる接続料原価は、二段階のフローにより算定されている。 

第一に、平成 26 年度接続会計をベースとして、ＮＧＮを構成する設備別コスト及びひかり電

話網のコストを算定している（Step１）。 

第二に、Step１で算定したコストを、コストドライバを用いる方法等により、関係する機能に配

賦している（Step２）。 

 

１）Ｓｔｅｐ１：設備別コストの算定 

平成28年度のＮＧＮ及びひかり電話網のコストは、平成26年度接続会計における費用をベ

ースとして、平成 28 年度までの取得固定資産価額の伸び率等を考慮することにより予測され

ている。このフローで用いられる取得固定資産価額の伸び率等は、フレッツ光の契約数等の増

加に応じて設備増設を予測することで算出しているものである。 

 

算定された平成 28年度における各設備別のコストは、以下のとおりである。 
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（単位：百万円） 

 

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

設備管理 

運営費 

自己資本 

費用等※ 
合計 

設備管理 

運営費 

（H26実績） 

設備管理 

運営費 

自己資本 

費用等※ 
合計 

設備管理 

運営費 

（H26実績） 

収容ﾙｰﾀ 15,784 1,504 17,288 18,733 13,009 894 13,903 15,573 

中継ﾙｰﾀ 11,329 1,072 12,401 13,253 13,105 856 13,961 13,677 

ＭＧ（ﾒﾃﾞｨｱｹﾞｰﾄｳｪｲ） 1,199 90 1,289 1,294 1,584 92 1,676 1,776 

ＧＷﾙｰﾀ 55 4 59 54 71 3 74 68 

網終端装置（ＩＳＰ） 17,552 1,740 19,292 17,830 13,794 865 14,659 13,922 

網終端装置（ＶＰＮ） 4,158 467 4,625 4,347 2,046 151 2,197 2,244 

収容ﾙｰﾀ（ＳＮＩ等） 494 52 546 509 495 40 535 450 

ＳＩＰｻｰﾊﾞ 7,655 729 8,384 8,665 5,390 383 5,773 5,913 

伝送路 
伝送装置 4,025 856 4,881 6,072 5,036 809 5,845 6,373 

中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊ  ゙ 374 145 519 389 562 172 734 465 

ＮＧＮ合計 62,627 6,659 69,286 71,146 55,091 4,266 59,357 60,461 

        

ひかり電

話網 

ＳＩＰｻｰﾊﾞ以外 3,794 354 4,148 7,836 5,056 269 5,325 8,773 

ＳＩＰｻｰﾊﾞ 262 27 289 999 512 19 531 1,390 

ひかり電話網合計 4,057 381 4,438 8,836 5,567 288 5,855 10,164 

        

合計 66,684 7,040 73,724 79,982 60,658 4,554 65,212 70,625 

※ 自己資本費用、他人資本費用及び利益対応税の合計値 

 

 

２）Ｓｔｅｐ２：Ｓｔｅｐ１で算定したコストの関係する機能への配賦 

① 各機能への固有設備コストの直課 

上記の設備別コストのうち、ＭＧ、ＧＷルータ、網終端装置（ＩＳＰ）、網終端装置（ＶＰＮ）及び

収容ルータ（ＳＮＩ）に係るコストについては、各機能の固有設備であるため、昨年度の算定と同

様、関係する機能に直課している。 

 

設備名 コストを直課する機能 

網終端装置（ＩＳＰ) 収容局接続機能 

ＭＧ ＩＧＳ接続機能 

ＧＷルータ 中継局接続機能 

網終端装置（ＶＰＮ）、収容ルータ（ＳＮＩ） 未アンバンドル機能 
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② 各機能への共用設備（収容ルータ等、中継ルータ及び伝送路）コストの配賦 

ア 収容ルータ等の扱い（共用設備への追加） 

従来、収容ルータは、収容局接続機能の固有設備として整理され、そのコストは収容局接

続機能に直課されてきた。その理由は、「次世代ネットワークに関する接続料算定等の在り

方について」（平成20年12月）において、フレッツ光ネクストへの加入がＮＧＮの他のサービ

スを利用するための前提となっており、例えば、収容ルータには「ひかり電話」の呼も流れる

が、収容ルータの設備コストはフレッツ光ネクストに係る機能（収容局接続機能）にのみ算入

することが適当という考え方が示されているためである。 

これに対し、平成 26 年度申請より、「フレッツ光ネクストへの加入を前提としないＩＰ電話サ

ービス（光ＩＰ電話のみメニュー）※１」の提供がＮＴＴ東日本・西日本の一部地域で開始された

ことに伴い、上記前提の一部が成り立たなくなったため、適正なコスト負担を確保する観点

から、中継ルータ及び伝送路に加えて、収容ルータ等※２を共用設備として整理している。 
 

※1 「特定地域向け音声利用ＩＰ通信網サービス」をいう。ＮＴＴ東日本・西日本においては、「光回線電話」と称されている。 

※2 収容ルータのほか、収容ルータ（法人向けＩＰ電話）についても、中継ルータ及び伝送路に加えて、共用設備として整理し

ている。なお、収容ルータ（法人向けＩＰ電話）は現在「イーサネットをアクセス回線として利用した法人向けＩＰ電話サービス」

に用いられている専らＩＰ電話の用に供するものである。 

 

 

イ 共用設備コストを配賦するための「ポート実績トラヒック比」の算出 

収容ルータ等、中継ルータ及び伝送路 ※１については、ＮＧＮで提供される複数の機能で

共用されるものであるため、これらの共用設備に係るコストは、コストドライバを用いて関係

する機能へと配賦することとされている。 

当該コストドライバには、従来の算定と同様、共用設備ごとに算出される「ポート実績トラヒ

ック比」が採用されている。 

「ポート実績トラヒック比」は、まず、各エッジ設備 ※２のポートを通過する平成 26 年度１年

間のトラヒックを集計し、それぞれのエッジ設備が対応している機能ごとのトラヒック小計を

算出した後に、機能ごとのトラヒック小計をエッジ設備全体の総トラヒックで除すことにより算

出される比率である。 
 

※１ 伝送路は、後述するイーサネット接続機能とも共用されるが、伝送路コストは、波長数比により、イーサネット接続機能とそ

れ以外の機能との間で分計している。 

※２ ネットワークのエッジ（端）にある設備 
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【ＮＴＴ東日本の場合※】 

 

※ ＮＴＴ西日本の場合も同様。ただし、エッジ設備のうち、「収容ルータ（ＮＴＴ東日本のユーザ間の通信に係るもの）」は、ＮＴ

Ｔ東日本のみである。 

 

 

共用設備ごとの「ポート実績トラヒック比」を算出する際には、共用設備の性質に応じて、

ＱｏＳ換算係数及び帯域換算係数が用いられている。 

ＱｏＳ換算係数は、通信品質を確保する通信（ＱｏＳ通信）においては、通信そのものに必

要な帯域に対して一定の帯域を上乗せしている※１ことを踏まえ、当該上乗せ帯域を含めたト

ラヒックを推計するために用いられるものである。 

また、帯域換算係数 ※２は、一般的に、ＩＰ系の装置が帯域差に比して装置価格差を生じさ

せるものではないこと、すなわちスケールメリットが働く点に着目して、そのスケールメリット

を勘案した場合のトラヒックを推計するために用いられるものである。 

 

なお、本件申請においては、平成 26 年度実績において、同一ポートに複数のアンバンド

ル機能のトラヒック（収容局接続機能（ベストエフォートトラヒック）と未アンバンドル機能（優先

トラヒック））が疎通することが判明したことから、アンバンドル機能ごとのコスト負担割合を精

緻に算定するため、算定方法を以下のとおり見直している。※３、４ 

QoS換算及び帯域換
算後のｴｯｼﾞ設備別

実績ﾄﾗﾋｯｸ（１ﾎﾟｰﾄごと）

QoS換算及び帯域換算
後の機能別ﾎﾟｰﾄ

実績ﾄﾗﾋｯｸ

a’’1

A’’

a’’2

a’’3

a’’4

a’’5

b’’1 B’’

c’’1
C’’

c’’2

d’’1

D’’

d’’2

d’’3

d’’4

d‘’5

d’’6

ＱｏＳ換算後ポート実績トラヒック比
【中継ダークファイバ】

QoS換算後のｴｯｼﾞ

設備別実績ﾄﾗﾋｯｸ
（１ﾎﾟｰﾄごと）

a’1

a’2

a’3

a’4

a’5

b’1

c’1

c’2

d’1

d’2

d’3

d’4

d’5

d’6

ポート数を乗じた上で
機能ごとに合算

ＱｏＳ換算及び帯域換算後ポート実績トラヒック比
【中継ルータ及び伝送路（中継ダーク除く）】

ポート数を乗じた上で
機能ごとに合算

Ｑ
ｏ
Ｓ
換
算
係
数
の
適
用

帯
域
換
算
係
数
の
適
用

QoS換算後の機能
別ﾎﾟｰﾄ実績ﾄﾗﾋｯｸ

A’

B’

C’

D’

接
続
機
能

ｴｯｼﾞ設備
ｴｯｼﾞ設備別
実績ﾄﾗﾋｯｸ
（１ﾎﾟｰﾄごと）

収
容
局
接
続
機
能

網終端装置（ISP） a1

網終端装置（VPN） a2

GWﾙｰﾀ（IPv6 IPoE方式）
（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄ） a3

収容ﾙｰﾀ（SNI・ﾍﾞｽﾄｴ
ﾌｫｰﾄ） a4

収容ﾙｰﾀ（SNI・ﾍﾞｽﾄｴ
ﾌｫｰﾄ・優先）（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰ

ﾄ）
a5

IGS

接
続

機
能

MG b1

中
継
局
接
続
機
能

GWﾙｰﾀ（ひかり電話以
外のQoS通信） c1

GWﾙｰﾀ（ひかり電話・標
準音質/高音質等） c2

未
ア
ン
バ
ン
ド
ル
機
能

GWルータ（IPv6 IPoE）
（NTT東日本のﾕｰｻﾞ間

の通信に係るもの）（優
先転送）

d1

収容ﾙｰﾀ（SNI・地ﾃﾞｼﾞIP
再送信） d2

収容ﾙｰﾀ（SNI・QoS通
信） d3

収容ﾙｰﾀ（NTT東日本の

ひかり電話ﾕｰｻﾞ間等の
通信相当に係るもの）

d4
収容ﾙｰﾀ（NTT東日本の

ﾕｰｻﾞ間の通信に係るも
の） ※

d5
収容ﾙｰﾀ（SNI・ﾍﾞｽﾄｴ
ﾌｫｰﾄ・優先）（NTT東日

本のユーザ間の通信に
係るもの）

d6
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・ 「ＧＷルータ（IPv6 IPoE）」を、「ベストエフォート」と「ＮＴＴ東日本のユーザ間の通信に係

るもの（優先転送）」に分計 

・ 「収容ルータ（ＳＮＩ・ベストエフォート・優先）」を追加し、「ベストエフォート」と「ＮＴＴ東日

本のユーザ間の通信に係るもの（優先転送）」に分計 

また、ＮＴＴ東日本においては、フレッツ光プライオのトラヒックについて、昨年度申請にお

いては、どちらも優先トラヒック（未アンバンドル機能）しか疎通しない前提で算定していたが、

平成 26 年度実績において、ベストエフォートトラヒック（収容局接続機能）と優先トラヒック（未

アンバンドル機能）が混在することが判明したことから、収容ルータ（ＮＴＴ東日本のユーザ間

通信に係るもの）と収容ルータ（ＳＮＩ・ベストエフォート・優先）に分けて算定している。 
 

※１ 最優先通信で要求帯域の 20％、高優先通信で要求帯域の 16％を上乗せ帯域として確保している。なお、当該帯域制御

の方法については昨年度と変化がないため、ＱｏＳ換算係数については昨年度と同じ値を使用している。 

※２ 本件申請に当たっては、帯域とコストの関係を推定するためにモデルとした市販ルータの価格が昨年変動したことを踏ま

え、ポート単価比の見直しを行っている。見直しの結果、帯域比では１：100 であるものがポート単価比では、ＮＴＴ東日本に

おいては１：6.7（帯域 10 倍ごとにコストが約 2.6 倍に増大）、ＮＴＴ西日本においては１：6.1（帯域 10 倍ごとにコストが約 2.5

倍に増大）となるように設定されている。 

※３ ＮＴＴ西日本も同様である。 

※４ 今回の見直しに伴い、ＧＷルータについても、高優先トラヒックと最優先トラヒックが疎通することが判明したことから、「Ｇ

Ｗルータ（ひかり電話以外のＱｏＳ通信）」と「ＧＷルータ（ひかり電話・標準音質/高音質）」に分計している。 

 

 

ウ 「ポート実績トラヒック比」を用いた共用設備コストの配賦 

（ⅰ）中継ルータ及び伝送路（中継ダークファイバを除く。）のコストの配賦 

中継ルータ及び伝送路（中継ダークファイバを除く。）を通過するトラヒックはＮＧＮにおけ

る全エッジ設備を通過するため、これらの設備のコストは、「ＱｏＳ換算及び帯域換算後ポー

ト実績トラヒック比」（上記参考図においては、Ａ〞：Ｂ〞：Ｃ〞：Ｄ〞）によって各接続機能へ

配賦されている。 

 

（ⅱ）中継ダークファイバのコストの配賦 

中継ダークファイバについては、ＩＰ系装置特有のスケールメリットが働かないため、帯域

換算係数を加味せず、「ＱｏＳ換算後ポート実績トラヒック比」（上記参考図においては、Ａ′：

Ｂ′：Ｃ′：Ｄ′）によって各接続機能へ配賦されている。 

 

（ⅲ）収容ルータのコストの配賦 

収容ルータを通過するトラヒックのうちフレッツ光への加入を前提としないＩＰ電話サービ

ス（光ＩＰ電話のみメニュー）に係るトラヒックは、収容局接続機能に関係するエッジ設備を通

過しない。このため、収容ルータのコストについては、「ＱｏＳ換算及び帯域換算後ポート実

績トラヒック比」やひかり電話の契約数に占める光ＩＰ電話のみメニューの契約数の割合など

を用いて、光ＩＰ電話のみメニューのコストをＩＧＳ接続機能、中継局接続機能等に配賦した上

で、残りを収容局接続機能に配賦することとしている。 
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（ⅳ）収容ルータ（法人向けＩＰ電話）のコストの配賦 

収容ルータ（法人向けＩＰ電話）を通過するトラヒックは、収容局接続機能に関係するエッジ

設備を通過しないため、当該設備に係る費用は、ＩＧＳ接続機能、中継局接続機能及び未ア

ンバンドル機能の「ＱｏＳ換算及び帯域換算後ポート実績トラヒック比」（上記参考図において

は、Ｂ〞：Ｃ〞：Ｄ〞）によって各接続機能へ配賦されている。 

 

以上（ⅰ）～（ⅳ）による共用設備のコスト配賦結果は、下表のとおり。 

【ＮＴＴ東日本】 

 

ﾎﾟー ﾄ実績ﾄﾗﾋｯｸ比 共用設備のｺｽﾄ配賦結果（百万円） 

中継ﾙｰﾀ・ 
伝送路 

（中継ﾀﾞー ｸ除く） 
中継ﾀﾞー ｸ 収容ﾙｰﾀ 

収容ﾙｰﾀ
（法人向け 

ＩＰ電話） 

中継ﾙｰﾀ・ 
伝送路 
（中継ﾀﾞー ｸ

除く） 

中継ﾀﾞー ｸ 収容ﾙｰﾀ 
収容ﾙｰﾀ
（法人向け 

ＩＰ電話） 

合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 17,282 519 17,288 154 

収容局 

接続機能 
91.29% 98.07% 99.99% - 15,777 509 17,286 - 

ＩＧＳ 

接続機能 
5.66% 1.49% 0.01% 84.41% 978 8 2 130 

中継局 

接続機能 
0.08% 0.01% 0.00% 1.23% 14 0 0 2 

未ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ 

機能 
2.97% 0.43% 0.00% 14.36% 513 2 0 22 

 

【ＮＴＴ西日本】 

 

ﾎﾟー ﾄ実績ﾄﾗﾋｯｸ比 共用設備のｺｽﾄ配賦結果（百万円） 

中継ﾙｰﾀ・ 
伝送路 

（中継ﾀﾞー ｸ除く） 
中継ﾀﾞー ｸ 収容ﾙｰﾀ 

収容ﾙｰﾀ
（法人向け 

ＩＰ電話） 

中継ﾙｰﾀ・ 
伝送路 
（中継ﾀﾞー ｸ

除く） 

中継ﾀﾞー ｸ 収容ﾙｰﾀ 
収容ﾙｰﾀ
（法人向け 

ＩＰ電話） 

合計 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 19,806 734 13,903 180 

収容局 

接続機能 87.28% 97.93% 100.00% - 17,287 719 13,903 - 

ＩＧＳ 

接続機能 9.25% 1.52% 0.00% 85.23% 1,832 11 0 153 

中継局 

接続機能 0.08% 0.02% 0.00% 0.72% 16 0 0 1 

未ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ 

機能 3.39% 0.53% 0.00% 14.05% 671 4 0 25 
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③ 各機能への共用設備（ＳＩＰサーバ）コストの配賦 

ＳＩＰサーバのコストは、通信回数比により各機能に配賦されている。通信回数比は、平成 26

年度の通信実績を基に、ひかり電話の増加等を踏まえて推計した平成 28 年度のサービス別

の通信回数を用いて算出されている。 

 
ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

通信回数比 
コスト配賦結果 

（百万円） 
通信回数比 

コスト配賦結果 
（百万円） 

ＩＧＳ接続機能 84.27% 7,065 84.45% 4,875 

中継局接続機能 1.58% 132 1.65% 95 

未ｱﾝﾊﾞﾝﾄﾞﾙ機能 14.15% 1,186 13.90% 802 

合計 100.0% 8,384 100.0% 5,773 

 

※ なお、上記に加え、ひかり電話網のコストも、平成26年度の通信実績を基に、ひかり電話の増加等を踏

まえて推計した通信回数及び通信時間を用いて、①ＮＧＮのひかり電話ユーザとひかり電話網のひかり

電話ユーザ間の通信については未アンバンドル機能に、②それ以外の通信についてはＩＧＳ接続機能に

それぞれ配賦されている。 
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３）機能ごとの接続料原価 

【ＮＴＴ東日本】                                     （単位：百万円） 

 
収容局 
接続機能 

ＩＧＳ 
接続機能 

中継局 
接続機能 

未アンバンドル 
機能 

合計 

収容ﾙｰﾀ 17,286 2 0 0 17,288 
中継ﾙｰﾀ 11,321 702 10 368 12,401 

ＭＧ（ﾒﾃﾞｨｱｹﾞー ﾄｳｪｲ） - 1,289 - - 1,289 
ＧＷﾙｰﾀ - - 59 - 59 

網終端装置（ＩＳＰ） 19,292 - - - 19,292 
網終端装置（ＶＰＮ） - - - 4,625 4,625 
収容ﾙｰﾀ（ＳＮＩ） - - - 392 392 

収容ﾙｰﾀ（法人向けＩＰ電話） - 130 2 22 154 
ＳＩＰｻｰﾊ  ゙ - 7,065 132 1,186 8,384 

伝送路 
伝送装置 4,456 276 4 144 4,881 

中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊ  ゙ 509 8 0 2 519 
ＮＧＮ合計 52,864 9,472 207 6,739 69,286 

      
ひかり電話網 - 3,454 - 983 4,438 

      

接続料原価 52,864 12,926 207 7,722 73,724 

 

 

【ＮＴＴ西日本】                                     （単位：百万円） 

 
収容局 
接続機能 

ＩＧＳ 
接続機能 

中継局 
接続機能 

未アンバンドル 
機能 

合計 

収容ﾙｰﾀ 13,903 0 0 0 13,903 
中継ﾙｰﾀ 12,185 1,291 11 473 13,961 

ＭＧ（ﾒﾃﾞｨｱｹﾞー ﾄｳｪｲ） - 1,676 - - 1,676 
ＧＷﾙｰﾀ - - 74 - 74 

網終端装置（ＩＳＰ） 14,659 - - - 14,659 
網終端装置（ＶＰＮ） - - - 2,197 2,197 
収容ﾙｰﾀ（ＳＮＩ） - - - 355 355 

収容ﾙｰﾀ（法人向けＩＰ電話） - 153 1 25 180 
ＳＩＰｻｰﾊ  ゙ - 4,875 95 802 5,773 

伝送路 
伝送装置 5,102 541 5 199 5,845 

中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊ  ゙ 719 11 0 4 734 
ＮＧＮ合計 46,568 8,547 186 4,055 59,357 

 

     
ひかり電話網 - 4,615 - 1,241 5,855 

      

接続料原価 46,568 13,162 186 5,296 65,212 
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（３）機能ごとの接続料 

機能ごとの接続料は、（２）で算定した機能ごとの接続料原価を、（１）で算定した機能ごとの需

要で除して算定されている。 

   

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成28年度 

（（）内は昨年度からの増減率）※１ 

平成28年度 

（（）内は昨年度からの増減率）※１ 

収容局 

接続機能 
コスト（百万円） 

52,864 

(▲13.6％) 

46,568 

 (▲8.3％) 

需要（収容ﾙｰﾀ装置数） 3,787 2,807 

接続料（装置・月） 
116.3万円 

(▲15.0％) 

138.2万円 

(▲7.6％) 

ＩＧＳ 

接続機能 
コスト（百万円） 

12,926 

(▲22.3％) 

13,162 

(▲19.6％) 

 回数比例（百万円） 7,291 5,293 

 時間比例（百万円）（ＭＧ以外） 4,253 5,925 

 時間比例（百万円）（ＭＧ) 1,382 1,944 

需要 

通信回数（千回） 8,204,997 7,902,547 

通信時間（千時間） 253,235 226,591 

 （再）通信時間（千時間）（MG） 253,235 226,300 

接続料（３分当たり）※２ 
2.22円 

(▲20.9％) 

2.63円 

(▲17.5％) 

 １通信ごと（円/回数） 0.88860円 0.66978円 

 １秒ごと（円/秒） 0.0061811円 0.0096497円 

中継局 

接続機能 
コスト（百万円） 

207 

(▲17.5％) 

186 

(▲17.7％) 

需要（ＧＷﾙｰﾀ接続用ﾎﾟー ﾄ数） 4 4 

接続料（１０Ｇﾎﾟー ﾄ・月） 

 

431.2万円 

(▲.17.9％) 

387.5万円 

(▲18.8％) 
※１ 地域ＩＰ網の一部廃止に伴い、収容局接続機能及び中継局接続機能の平成27年度接続料原価に、それぞれ地域ＩＰ網の

収容局接続機能及び中継局接続機能の平成27年度調整額相当額が加算されている。 

－ 地域ＩＰ網の収容局接続機能に係る平成27年度調整額相当額：ＮＴＴ東日本 3,219百万円/ＮＴＴ西日本： 3,390百万円 

－ 地域ＩＰ網の中継局接続機能に係る平成27年度調整額相当額：ＮＴＴ東日本 １百万円/ＮＴＴ西日本： ３百万円 

       なお、地域ＩＰ網の一部廃止に係る調整額相当額の計上は平成27年度で終了しているため、平成28年度接続料原価には

調整額相当額は含まれていない。 

※２ 中継系交換機能に係る平成28年度接続料（３分当たり 0.22円）を含む。 
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イーサネット接続機能に係る接続料の改定 

 

１．平成28年度接続料 

 

ＮＧＮのイーサネット接続機能に係る平成 28 年度接続料については、他のＮＧＮ機能と同様

に１年間の将来原価により算定されている。 

 具体的には、平成26年度の接続会計における一般第一種指定設備のうちＮＧＮイーサネット

に係る設備の費用をベースに、昨年度の算定と同様、ＮＧＮイーサネットの需要及び提供エリ

アの拡大を踏まえて予測した平成28年度の取得固定資産価額の伸び率等を考慮した上で、各

費用の算定等が行われており、以下のような階梯（①～④）別に設定されている。各階梯の接

続料設定単位及び接続料算定方法は、下表のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ＰＶＣ（パーマネント・バーチャル・サーキット）：１対１でのみ接続するサービス 

※ ＣＵＧ（クローズド・ユーザ・グループ）：複数対地間で接続可能なサービス 

※ ＭＡ：単位料金区域 

 

例えば、県ＰＯＩにおいて接続を行う場合、①、②、③、④の各階梯における品目別の接続料

が適用される。一方、ＭＡ－ＰＯＩにおいて接続を行う場合、①、②、④の各階梯における品目

別の接続料が適用される。 

 
※  なお、本機能については、接続事業者から要望があった時点でシステム改修を行う必要があり、改修の

費用はPVCタイプを利用する接続事業者間で負担するものであるため、その負担額は、具体的な接続要望

を踏まえたシステム改修の詳細等が決まった時点で設定されることになっている。 

階梯 接続料適用単位 接続料算定方法 品目 

④相互接続用設備 

（ＧＷｽｲｯﾁ） 

装置ごと 

（事業者ごとに個別に設置） 

ＧＷｽｲｯﾁｺｽﾄ 

÷ 

ＧＷｽｲｯﾁ装置数 

- 

  

 

 

③県内中継設備 
事業者ごと・県ごとの総

使用帯域当たり 

県内中継設備の単位帯域当たり

料金 

× 

各品目の帯域 

10M 100M 1G 

20M 200M 2G 

30M 300M … 

… … 10G 

90M 900M 1G毎 
    

②ＭＡ内設備 
事業者ごと・ＭＡごとの

総使用帯域当たり 

ＭＡ内設備の単位帯域当たり 

料金 

× 

各品目の帯域 

10M 100M 1G 

20M 200M 2G 

30M 300M … 

… … 10G 

90M 900M 1G毎 
    

①ｱｸｾｽ回線 ｱｸｾｽ回線ごと 

局内ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞー ﾀ等のｺｽﾄ 

÷ 

総ｱｸｾｽ回線数 

＋ 

加入光ﾌｧｲﾊﾞ接続料 

～100M ～1G 

収容
ＳＷ

中継
ＳＷ

ＧＷ
ＳＷ

収容
ＳＷ

（MA代表）

他事業者
接続用ＳＷ

他事業者
接続用ＳＷ

東西代表ＰＯＩ 県ＰＯＩ ＭＡ-ＰＯＩ

ＣＵＧのみ利用 ＰＶＣのみ利用
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２．接続料算定 

 

（１）需要の予測 

接続料の算定に用いられる需要は、まずイーサネットサービスの年度末のアクセス回線数

を予測し、次に、その予測アクセス回線数を基に、イーサネットサービス提供に必要となる階梯

ごとの需要を求める方法で予測されている。 

イーサネットサービスで用いられるアクセス回線数は、ＮＴＴ東日本において、平成 27 年度

は1.0万回線（実績）の純増、平成28年度は0．5万回線（予測）の純増、ＮＴＴ西日本において、

平成27年度は 1.1万回線（実績）の純増、平成28年度は 0.8万回線（予測）の純増としている。

（※１） 

上記で予測した数のアクセス回線を踏まえ、イーサネットサービスを提供するために必要な

階梯ごとの需要を以下のとおりそれぞれ予測している。 

 

なお、ＭＡ内設備及び県内中継設備の利用帯域を予測する際には、ＰＶＣ換算係数及び帯

域換算係数が用いられている。 

ＰＶＣ換算係数とは、ＰＶＣと比較しＣＵＧの方がネットワークの契約帯域に対する利用帯域

が小さくなる点（※２）を踏まえ、当該利用帯域の差を勘案した利用帯域を推計するために用いら

れるものである。 

また、帯域換算係数（※３）は、一般的に、ＩＰ系の装置が帯域差に比して装置価格差が生じさ

せるものではないこと、すなわちスケールメリットが働く点に着目して、そのスケールメリットを

勘案した場合の利用帯域を推計するために用いられるものである。 

 

■ アクセス回線数 

区分 
ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成 26年度末 平成 28年度 平成 26年度末 平成 28年度 

全契約回線数 69,684 82,179 50,806 65,851 

ｱｸｾｽ回線数 

（ｼﾝｸﾞﾙｱｸｾｽ換算後※） 
71,138 84,179 52,335 68,128 

 （再）1Gb/s回線数 1,174 1,390 713 922 

※デュアルアクセス回線（二重化された回線）を２回線として換算 

 

■ 利用帯域（ＭＡ内設備及び県内中継設備） 

区分 
ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成26年度 平成28年度 平成26年度 平成28年度 

MA内設備 

利用帯域（Mb/s） 

帯域換算あり 8,596 10,459 5,547 6,284 

帯域換算なし 1,243,400 1,574,328 656,969 886,056 

県内中継設備 

利用帯域（Mb/s） 

帯域換算あり 1,707 2,165 1,309 1,494 

帯域換算なし 301,039 378,332 232,504 284,768 
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■ ＧＷスイッチ装置数 

区分 
ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成26年度末 平成28年度 平成26年度末 平成28年度 

GWｽｲｯﾁ装置数 2 2 2 2 
※１ 本件申請においては、平成27年度の需要の実績が出たため、平成27年度のフレッツ光及びひかり電話の契約数には実績値を

用いている。 
※２ ＰＶＣはアクセス回線からＰＯＩまでの全区間で契約帯域と同帯域のネットワークを使用するのに対し、ＣＵＧは網内折返しが可能

なため、契約帯域より小さい帯域しか利用しない通信が存在するため、ＰＶＣよりＣＵＧの方がネットワークの契約帯域に対する利

用帯域が小さくなる。 

※３ 本件申請に当たっては、帯域とコストの関係を推定するためのモデルとしていた市販のイーサネットスイッチの価格が平成24年

度に低廉化したことを踏まえ、昨年度に引き続き、ポート単価比の見直しを行っている。見直しの結果、帯域比では１：100 であるも

のがポート単価比では、ＮＴＴ東日本においては１：6.5（帯域10倍ごとにコストが約2.8倍に増大）、ＮＴＴ西日本においては１：6.1

（帯域10倍ごとにコストが約2.6倍に増大）となるように設定されている。 

 

 

（２）接続料原価の算定 

ＮＧＮイーサネットの平成28年度接続料原価の算定に当たっては、平成26年度の接続会計

におけるＮＧＮイーサネットに係る設備の費用をベースに、昨年度の算定と同様、イーサネット

サービスのユーザ数等に応じた設備構築実績を踏まえて予測した平成 28 年度の取得固定資

産価額の伸び率等を考慮した上で、各費用の算定等が行われている。 

（単位：百万円） 

区分 

設備管理運営費 

ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成 26年度 平成 28年度 平成 26年度 平成 28年度 

収容ｽｲｯﾁ 6,517 6,025 4,523 4,702 

中継ｽｲｯﾁ 586 440 594 490 

GWｽｲｯﾁ 6.47 5.93 9.49 8.57 

ｲｰｻMA面伝送路 1,483 1,170 829 681 

ｲｰｻ県内面伝送路 298 208 225 166 

局内ﾒﾃﾞｨｱｺﾝﾊﾞー ﾀ 954 753 1,062 720 

回線管理運営費 486 510 541 607 

 

その上で、上記の費用が次のように設備の種類に応じて直課又は配賦されている。 

① ＮＧＮイーサネットを構成する設備のうち、収容スイッチ、中継スイッチ、ＧＷスイッチ及

び局内メディアコンバータに係るコストは、関係する階梯別コストに直課 

② 伝送路のコスト（※）は、関係する階梯別コストに配賦 

※ 伝送路コストは、波長数比により、イーサネット接続機能とそれ以外のＮＧＮ接続機能（中継局接続など）との間で分計 

以上をまとめると、階梯別コストごとの接続料原価は、次のとおりとなる。 
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【ＮＴＴ東日本】                                     （単位：百万円） 

 ①ｱｸｾｽ回線 ②ＭＡ内設備 ③県内中継設備 ④ＧＷｽｲｯﾁ 合計 

局内 

ＭＣ 

MC本体 840 - - - 840 

１Gﾎﾟー ﾄ追加分 62 - - - 62 

収容ｽｲｯﾁ - 6,648 - - 6,648 

中継ｽｲｯﾁ - - 482 - 482 

ＧＷｽｲｯﾁ - - - 6.39 6.39 

伝送路 
伝送装置 - 1,100 217 - 1,317 

中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊ  ゙ - 317 34 - 351 

（回線管理運営費） 519 - - - 519 

接続料原価 1,421 8,065 733 6.39 10,225 

 

【ＮＴＴ西日本】                                     （単位：百万円） 

 ①ｱｸｾｽ回線 ②ＭＡ内設備 ③県内中継設備 ④ＧＷｽｲｯﾁ 合計 

局内 

ＭＣ 

MC本体 821 - - - 821 

１Gﾎﾟー ﾄ追加分 34 - - - 34 

収容ｽｲｯﾁ - 5,121 - - 5,121 

中継ｽｲｯﾁ - - 529 - 529 

ＧＷｽｲｯﾁ - - - 9.04 9.04 

伝送路 
伝送装置 - 589 171 - 760 

中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊ  ゙ - 208 21 - 229 

（回線管理運営費） 614 - - - 614 

接続料原価 1,468 5,918 721 9.04 8,117 

 

 

（３）接続料の算定 

イーサネット接続機能の接続料は、（２）で算定した階梯ごとの接続料原価を階梯ごとの需

要で除して算定されている。 

具体的には、階梯ごとに、次のように設定されている。 

 

① アクセス回線（回線ごとに接続料を設定） 

局内メディアコンバータ等のコストを総アクセス回線数で除した上で、加入光ファイバ接続

料を加算して算定 

 

② ＭＡ内設備（ＭＡの通信速度品目ごとに接続料を設定） 

ＭＡ内設備の単位帯域当たり料金に、各品目の換算後帯域を乗じて算定（同一設備にお

ける事業者ごとに合算した帯域ごとに適用） 

 

③ 県内中継設備（県内の通信速度品目ごとに接続料を設定） 

県内中継設備の単位帯域当たり料金に、各品目の換算後帯域を乗じて算定（同一設備に

おける事業者ごとに合算した帯域ごとに適用） 



２２ 

 

 

④ ＧＷスイッチ（装置ごとに接続料を設定） 

ＧＷスイッチのコストをＧＷスイッチ装置数で除して算定 

 

以上を踏まえ、本件申請で設定された平成 28 年度接続料は、次のとおり（ＭＡ内設備・県内中

継設備は１Mb/s当たり料金）。 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

平成28年度 平成28年度 

アクセス

回線 

 

コスト（百万円） 1,421 1,468 

 MC本体 840 821 

 1Gﾎﾟｰﾄ追加分 62 34 

 回線管理運営費 519 614 

需要 ｱｸｾｽ回線数（ｼﾝｸﾞﾙ回線換算後） 84,179 68,128 

  (再）1Gb/s ｱｸｾｽ回線数 1,390 922 

 全契約回線数 82,179 65,851 

接続料
※１※２ 

～100Mb/s 

（回線・月） 
4,412円 

（▲11.9％） 

4,992円 

（▲9.1％） 

 ～1Gｂ/s 

（回線・月） 
8,129円 

（▲12.0％） 

8,065円 

（▲18.1％） 

ＭＡ内 

設備 

 

コスト（百万円） 8,065 5,918 

 収容ｽｲｯﾁ･MA面伝送装置 7,748 5,710 

 中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊﾞ ※３ 317 208 

需要 帯域換算あり（Mb/s） 10,459 6,284 

 帯域換算無し（Mb/s） 1,574,328 886,056 

単位料金（Mb/s・月）※１※２ 61,752円 

(▲7.7％） 

75,740円 

（▲2.2％） 

県内中継

設備 

 

コスト（百万円） 733 721 

 中継ｽｲｯﾁ･県内面伝送装置 699 700 

 中継ﾀﾞー ｸﾌｧｲﾊﾞ ※３ 34 21 

需要 帯域換算あり（Mb/s） 2,165 1,494 

 帯域換算無し（Mb/s） 378,332 284,768 

単位料金（Mb/s・月）※１※２ 26,906円 

（▲18.9％） 

39,059円 

（▲1.0％） 

ＧＷ 

スイッチ 

コスト（百万円） 6.39 9.04 

需要 GWｽｲｯﾁ装置数 2 2 

接続料（装置・月）※１※２ 

 
266,250円 

（▲7.1％） 

376,667円 

（▲2.6％） 

※１ アクセス回線及びGWスイッチは貸倒率加味後。MA内・県内中継設備は貸倒率加味前 

※２ （）内の数字は、昨年度接続料からの増減率 

※３ 中継ダークファイバ分については帯域換算は行っていない。 
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 ＭＡ内設備、県内中継設備の接続料は、以下のとおり、帯域差に比して費用差を生じさせるも

のではないことを加味して、逓減的な料金体系になっている。 

（単位：円） 

 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本 

ＭＡ内設備 

（事業者毎、ＭＡ毎） 

10Mb/s･月 157,594 （▲8.0％） 186,471 （▲3.7％） 

100Mb/s･月 404,212 （▲8.2％） 460,863 （▲5.0％） 

1Gb/s･月 1,045,505 （▲8.3％） 1,150,500 （▲6.4％） 

10Gb/s･月 2,797,442 （▲7.9％） 2,984,224 （▲7.8％） 

県内中継設備 

（事業者毎、県内毎） 

10Mb/s･月 68,662 （▲19.2％） 96,130 （▲11.4％） 

100Mb/s･月 176,081 （▲19.4％） 237,261 （▲12.5％） 

1Gb/s･月 455,137 （▲19.8％） 589,061 （▲13.6％） 

10Gb/s･月 1,214,821 （▲20.5％） 1,495,979 （▲14.5％） 

※１ 貸倒率加味後。（ ）内の数字は、昨年度接続料からの増減率 

※２ ＭＡ内設備及び県内中継設備の帯域ごとの接続料について、単位帯域（１Mb/s）当たりの料金を求めた上で、帯域換

算係数を乗じることにより、逓減的な料金設定を行っている。これによると、例えば 100Mb/sの接続料は 10Mb/sに対

して、ＮＴＴ東日本は約2.8倍、ＮＴＴ西日本は約2.6倍の接続料となる。 

※３ 例えば１事業者が同一ＭＡ内で50Ｍ・70Ｍ・80Ｍの３回線を使用する場合、合算した200Ｍの帯域に相当するＭＡ内

料金が適用されることとなる（バルク型料金体系）。バルク型料金体系は、帯域換算係数と同様の考え方により、事業

者ごとに利用している回線を個別に捉えずに、各回線に係る帯域を合算して接続料を算定・適用するものである。なお、

スケールメリットが働くのは同一の設備を利用する場合に限られることから、合算する回線は同一ＭＡ又は同一県内の

回線に限定している。 
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審 査 結 果 

 
 電気通信事業法施行規則（昭和 60年郵政省令第 25号。以下「施行規則」という。）、接続

料規則（平成 12 年郵政省令第 64 号）及び電気通信事業法関係審査基準（平成 13 年 1 月 6

日総務省訓令第 75号。以下「審査基準」という。）の規定に基づき以下のとおり審査を行っ

た結果、認可することが適当と認められる。 

審  査  事  項 審査 

結果 

事 由 

１ 施行規則第 23条の 4第 1項で定める箇所における技術的条

件が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15条

(1)ｱ） 
－ 

 変更事項なし 

２ 接続料規則第 4 条で定める機能ごとの接続料が適正かつ明

確に定められていること。（審査基準第 15条(1)ｲ） 
適 

接続料は接続料規則第４条に規

定する機能ごとに定められてお

り、かつ、接続料は適正かつ明確

に定められていると認められる。 

３ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当

該指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気

通信事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められて

いること。（審査基準第 15条(1)ｳ） 

－ 
変更事項なし 

４ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別が

適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15条(1)ｴ） 
－  変更事項なし 

５ 他事業者が接続の請求等を行う場合において、①必要な情

報の開示を受ける手続、②接続の請求への回答を受ける手続、

③協定の締結及び解除の手続、④情報開示に係る標準的期間、

⑤接続の請求から回答・接続が開始されるまでの標準的期間

等が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15条

(1)ｵ（施行規則第 23 条の 4第 2項第 1号）） 

－ 

変更事項なし 

６ 他事業者が接続に必要な装置を建物、管路、とう道若しく

は電柱等に設置等する場合において、①情報の開示を受ける

手続、②設置等の可否について回答を受ける手続、③他事業

者が工事又は保守を行う場合の手続、④工事又は保守に他事

業者が立会いをする手続、⑤工事に係る標準的期間、⑥場所

等に関して他事業者が負担すべき金額、⑦工事等に関して他

事業者が負担すべき金額が適正かつ明確に定められているこ

と。（審査基準第 15条(1)ｵ（施行規則第 23条の 4第 2項第 2

号）） 

－ 

 変更事項なし 

７  他事業者が屋内配線設備（集合住宅向けに限る）を利用す

る場合において、①工事を行う手続、②負担すべき金額、③

利用する場合の条件が適正かつ明確に定められていること。

（審査基準第 15条(1)ｵ（施行規則第 23条の 4第 2項第 3号）） 

－ 
 変更事項なし 

８  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事

若しくは保守、料金の請求若しくは回収その他第一種指定電

気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して

当該他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な

原価に照らし公正妥当な金額が適正かつ明確に定められてい

ること。（審査基準第 15条(1)ｵ（施行規則第 23条の 4第 2

項第 4号）） 

－ 

変更事項なし 
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９  第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他

事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項が適

正かつ明確に定められていること。（審査基準第 15条(1)ｵ（施

行規則第 23条の 4第 2項第 5号）） 

－ 
変更事項なし 

10  法第８条第１項の重要通信の取扱方法が適正かつ明確に定

められていること。（審査基準第 15 条(1)ｵ（施行規則第 23

条の 4第 2項第 6号）） 
－ 

変更事項なし 

11  他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信

設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答

において用いるべき様式が適正かつ明確に定められているこ

と。（審査基準第 15条(1)ｵ（施行規則第 23条の 4第 2項第 7

号）） 

－ 

変更事項なし 

12 他事業者と協議が調わない場合のあっせん又は仲裁による

解決方法が適正かつ明確に定められていること。（審査基準第

15条(1)ｵ（施行規則第 23 条の 4第 2項第 8号）） 
－ 

変更事項なし 

13 番号ポータビリティ機能の接続料について、接続料規則第

15条の 2ただし書の規定によるときは、固定端末系伝送路設

備を直接収容する交換等設備を設置する電気通信事業者が当

該機能の接続料を負担すべき電気通信事業者から当該機能の

接続料の額に相当する金額を取得し当該機能の接続料を第一

種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に支払うこと

を確保するために必要な事項が適正かつ明確に定められてい

ること。（審査基準第 15 条(1)ｵ（施行規則第 23 条の 4 第 2

項第 9号）） 

－ 

変更事項なし 

14 前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重

要な関係を有する電気通信設備の接続の条件に関する事項が

あるときは、その事項が適正かつ明確に定められていること。

（審査基準第 15 条(1)ｵ（施行規則第 23 条の 4 第 2 項第 10

号）） 

－ 

変更事項なし 

15 有効期間を定めるときは、その期間が適正かつ明確に定め

られていること。（審査基準第 15条(1)ｵ（施行規則第 23条の

4第 2項第 11号）） 
－ 

変更事項なし 

16 接続料が接続料規則に定める方法により算定された原価に

照らし公正妥当なものであること。（審査基準第 15条(2)） 

適 

本件申請は、接続料規則第 21条

の規定に基づき接続料の再計算を

行い、これにより当該接続料の改

定を行うものであり、料金表に定

める接続料は、接続料規則第４章

の規定に基づいて算定された原価

に照らし、公正妥当なものと認め

られる。なお、ＰＣＢ廃棄物処理

単価見直しに伴う特別損失の扱い

については、別記のとおり。 

17  接続の条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通

信事業者がその指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接

続することとした場合の条件に比して不利なものでないこ

と。（審査基準第 15条(3)） 

適 
本件申請において、自己の電気

通信設備を接続することとした場

合の条件に比して不利なものとす

る旨の記載は認められない。 

18  特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするも

のでないこと。（審査基準第 15条(4)） 
適 

本件申請において、特定の電気

通信事業者に対し不当な差別的取

扱いをする旨の記載は認められな

い。 
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（別記） 
 

○ ＰＣＢ廃棄物処理単価見直しに伴う特別損失の扱い 

 

特別損失は、電気通信事業会計規則（昭和 60年郵政省令第 26号）上、電気通信事業損益に

含まれておらず、接続会計にも計上されないものである。接続料規則においては、接続会計の

設備区分別費用明細表に記載された費用を接続料原価とすることが定められているため、特別

損失を接続料原価に含めることは原則として認められていない。 

一方、本件申請では、ＰＣＢ廃棄物の処理単価見直しに伴う特別損失として計上された環境

対策引当金繰入額のうち、番号案内機能（ＮＴＴ東日本のひかり電話から発信した場合に限る。）

に関する第一種指定電気通信設備に係る費用を当該機能の接続料原価に算入する措置がとら

れており、当該措置について、接続料規則第３条ただし書の規定に基づく許可を求める申請が

本件申請と併せ行われている。 

なお、当該措置については、①ＮＴＴ東日本から示された特別損失の内訳資料により、接続料

原価に算入された特別損失が第一種指定電気通信設備に係るものであると認められること、②

当該特別損失は、ＰＣＢが含まれた照明器具用の安定器等のうち通信ビル等に設置されたもの

を適切に廃棄するために要する費用であり、第一種指定電気通信設備の管理運営（開発、計画、

設置、運用、保守、撤去等）に必要な費用と認められること、③その費用の算定が適切に行われ

ていること等に鑑みると、当該措置を実施することに一定の合理性があるものと考える。 
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接続料と利用者料金との関係に関する検証 

１．経緯 

（１）一般に、市場メカニズムが有効に機能している場合、利用者料金はコストに適正利潤

を加えたものになることから、接続料の水準の妥当性を検証するため、平成１１年から、

接続料と利用者料金との関係に関する検証（以下「スタックテスト」という。）が行われ

ている。 

 

（２）スタックテストの具体的な運用方法は次のとおり。 

① ＮＴＴ東西が、毎年度、加入電話・ＩＳＤＮ基本料、公衆電話、フレッツ光ネクス

トといった大括りのサービス区分ごとに接続料と利用者料金との関係を検証・公表す

る。 

② 総務省が、接続料の認可時に、優先順位の高いサービス（市場が形成途上で、熾烈

な価格競争が行われており、市場シェアの大幅な変動の可能性があるもの。具体的に

は、データ系のサービスのうち、特にインターネット関連サービス）について、サー

ビスごと、品目ごと、速度ごと（以下「サービスメニューごと」という。）に、接続料

と利用者料金との関係を検証し、情報通信行政・郵政行政審議会に報告する。 

 

（３）スタックテストの運用方法については、平成１９年３月３０日付け情報通信審議会答

申「コロケーションルールの見直し等に係る接続ルールの整備について」（情通審第３４

号）を受けて、総務省は、同年７月に「接続料と利用者料金との関係の検証（スタック

テスト）の運用に関するガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定した。 

 

（４）なお、上記答申においては、接続料と利用者料金との関係が必ずしも固定的なもので

はないため、スタックテスト上の基準が満たされない場合、直ちに接続料が不当である

と判断することは適当ではないと提言されたことから、ガイドラインでは、そうした場

合、当該接続料を設定した事業者に対し、当該接続料の水準が妥当であるにもかかわら

ずスタックテスト上の基準が満たされなかったことについて論拠の提示を求め、当該事

業者から合理的な論拠が提示された場合には、当該接続料の水準を妥当と判断するとさ

れている。 

 

２．ガイドラインに基づく検証の実施方法 

（１）接続料を設定する事業者が実施するスタックテスト 

ア 検証時期 

毎事業年度の実績原価方式により算定される接続料の認可申請時及び接続会計の公

表時。 
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イ 検証区分 

①加入電話・ＩＳＤＮ基本料、②加入電話・ＩＳＤＮ通話料、③公衆電話、 

④番号案内、⑤Ｂフレッツ、⑥フレッツＡＤＳＬ、⑦フレッツＩＳＤＮ、 

⑧フレッツ光ネクスト、⑨フレッツ光ライト、⑩ひかり電話、 

⑪ビジネスイーサワイド 

 

ウ 検証方法 

検証区分ごとに、利用者料金収入と接続料収入との差分（営業費相当分）が営業費

の基準値（利用者料金収入の２０％）を下回らないものであるか否かを検証する。 

 

（２） 総務省が実施するスタックテスト 

ア 検証時期 

① 実績原価に基づき毎事業年度再計算して算定される接続料の認可時 

② 対象となるサービスに係る接続料の認可時（上記①の認可時を除く。） 

 

イ 検証区分及び対象範囲 

検証区分は、個々のサービスメニューごととし、その対象範囲は、次のサービスの

うち市場が拡大傾向にあるものを基本として、総務省が毎年度決定する。 

① 新規に接続料が設定された機能を利用して提供されるサービス 

② 接続料の算定方法が変更された機能を利用して提供されるサービス 

③ 将来原価方式により算定された機能を利用して提供されるサービス 

 

ウ 検証方法 

検証１ 各サービスメニューについて、利用者料金が接続料を上回っているか。 

 

検証２ 各サービスブランドについて、営業費相当分が営業費の基準値（利用者料

金収入の 20％）を上回っているか。 
 

※ 営業費はサービスメニューごとに均等に生じるものではないことから、営業費相当分と営業費の

基準値との関係の検証は、サービスブランド（接続料設定事業者により同種のサービスとして位置

づけられているサービスメニューの集合）を単位として実施することとされている。 

 

※ ただし、接続料は基本的にサービスメニューごとに異なることから、併せて、利用者料金が接続

料を上回っているか否かについてサービスメニュー単位で検証することとされている。 

 

３ 検証結果 

ガイドラインに基づき、「フレッツ光ネクスト」、「フレッツ光ライト」、「フレッツ光プ

レミアム」※「ひかり電話」及び「ビジネスイーサワイド」について、ＮＴＴ東西に対し

て、検証に必要な資料の提出を求めた上で検証を行ったところ、その結果は、以下のとお
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りである。 

※ ＮＴＴ西日本のみが提供しているサービス。 

ＮＴＴ東日本 

サービスブランド サービスメニュー 1)利用者料金との比較 2)営業費の基準値との比較 

フレッツ光ネクスト ファミリータイプ ○ 

○ 

ビジネスタイプ ○ 

マンションタイプ 

（ＶＤＳＬ方式/ 

ＬＡＮ配線方式） 

ミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

ミニＢ ○ 

プラン１Ｂ ○ 

プラン２Ｂ ○ 

マンションタイプ 

（光配線方式） 

ミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

フレッツ光ライト ファミリータイプ ○ 
○ 

マンションタイプ ○ 

ひかり電話 ○ ○ 
 

サービスブランド 利用形態 1)利用者料金との比較 2)営業費の基準値との比較 

ビジネスイーサ 

ワイド 

ＭＡ設備まで利用する場合 ○ 
○ 

県内設備まで利用する場合 ○ 

 

ＮＴＴ西日本 

サービスブランド サービスメニュー 1)利用者料金との比較 2)営業費の基準値との比較 

フレッツ光ネクスト ファミリータイプ ○ 

○ 

ビジネスタイプ ○ 

マンションタイプ 

（ＶＤＳＬ方式/ 

ＬＡＮ配線方式） 

ミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

マンションタイプ 

（光配線方式） 

ミニ ○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

フレッツ光ライト ファミリータイプ ○ 
○ 

マンションタイプ ○ 

フレッツ・光プレミアム 

 

マンションタイプ 

（ＶＤＳＬ方式/ 

ＬＡＮ配線方式） 

ミニ ○ 

○ 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

マンションタイプ 

（光配線方式） 

プラン１ ○ 

プラン２ ○ 

ひかり電話 ○ ○  
サービスブランド 利用形態 1)利用者料金との比較 2)営業費の基準値との比較 

ビジネスイーサ 

ワイド 

ＭＡ設備まで利用する場合 ○ 
○ 

県内設備まで利用する場合 ○ 

（注） ○：スタックテストの要件を満たしていると認められるもの 

×：スタックテストの要件を満たしていないと認められるもの 
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（検証結果に対する総務省の考え方） 

 

■ フレッツ光ネクスト 

全てのサービスメニューについて利用者料金が接続料を上回っており、かつ、営業費相当

分が営業費の基準値を上回っているため、接続料が不適正であるとは認められない。 

 

■ フレッツ光ライト 

全てのサービスメニューについて利用者料金が接続料を上回っており、かつ、営業費相当

分が営業費の基準値を上回っているため、接続料が不適正であるとは認められない。 

 

■ フレッツ光・プレミアム 

全てのサービスメニューについて利用者料金が接続料を上回っており、かつ、営業費相当

分が営業費の基準値を上回っているため、接続料が不適正であるとは認められない。 

 

■ ひかり電話 

全てのサービスメニューについて利用者料金が接続料を上回っており、かつ、営業費相当

分が営業費の基準値を上回っているため、接続料が不適正であるとは認められない。 

 

■ ビジネスイーサワイド 

全てのサービスメニューについて利用者料金が接続料を上回っており、かつ、営業費相当

分が営業費の基準値を上回っているため、接続料が不適正であるとは認められない。 

 
※ ビジネスイーサワイドについては、ＮＴＴ東西が提供する「ビジネスイーサワイド」が、ＣＵＧタイプの利用者料金の

みを設定しておりＰＶＣタイプの利用者料金を設定していないことから、検証の対象とする接続料については、ＰＶＣタ

イプの接続料を算定した際の考え方及び手順に基づきＣＵＧタイプの接続料相当額を計算し、当該料金とＣＵＧタイプの

利用者料金の関係を検証することとしている。これにより、ＰＶＣタイプの接続料算定の考え方及び手順の適正性が検証

可能である。 

  また、ＣＵＧタイプの利用者料金はＭＡ内料金が１Gb/ｓごとの設定となっており、また、事業者ごとのバルク型料金

も採用していないなど、接続料とは料金設定の単位や対象に違いがあることから、利用形態ごとの利用者料金と接続料を

比較することとしている。具体的には、①ＭＡ設備まで利用する場合と、②県内設備まで利用する場合の１回線あたりの

平均的な利用者料金と接続料相当額を計算し、これらを比較することで検証することとしている。 

  これらの検証を行った結果、上記の検証の基準を満たすものと判断されれば、ＰＶＣタイプの接続料についても、適正

なものと判断されるとの考えに基づき判断している。 
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委員限り



【東日本】

（単位：億円）

サービス

加 入 電 話 ・ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 基 本 料 3,002 2,093 909

加 入 電 話 ・ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 通 話 料 302 163 139

公衆電話（ディジタル公衆を含む） 12 66 ▲ 54

番 号 案 内 17 44 ▲ 27

Ｂ フ レ ッ ツ 452 167 285

フ レ ッ ツ Ａ Ｄ Ｓ Ｌ 218 76 142

フ レ ッ ツ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 14 7 7

フ レ ッ ツ 光 ネ ク ス ト 3,820 1,460 2,360

フ レ ッ ツ 光 ラ イ ト 213 130 83

ひ か り 電 話 1,326 336 990

ビ ジ ネ ス イ ー サ ワ イ ド 243 103 140

（注1）接続料金相当は、各サービスで使用する設備ごとの需要数に今回申請した接続料金を
乗じて算定しております。

（注2）加入電話・ＩＳＤＮ 基本料の接続料金相当には、回線数の増減に応じて当該設備に係る
費用が増減するものに係る費用（ＮＴＳコスト）の407億円は含んでいません。

平成26年度の利用者向け料金と接続料金の水準の比較

①利用者
料金収入

②接続料金
相当

③差分
（①－②）

６



【西日本】

（単位：億円）

サービス

加 入 電 話 ・ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 基 本 料 3,038 2,192 846

加 入 電 話 ・ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 通 話 料 280 151 129

公衆電話（ディジタル公衆を含む） 12 59 ▲ 47

番 号 案 内 20 45 ▲ 25

Ｂ フ レ ッ ツ 1,189 460 729

フ レ ッ ツ Ａ Ｄ Ｓ Ｌ 245 69 176

フ レ ッ ツ Ｉ Ｓ Ｄ Ｎ 18 9 9

フ レ ッ ツ 光 ネ ク ス ト 2,391 1,077 1,314

フ レ ッ ツ 光 ラ イ ト 138 95 43

ひ か り 電 話 1,176 308 868

ビ ジ ネ ス イ ー サ ワ イ ド 170 82 88

平成26年度の利用者向け料金と接続料金の水準の比較

（注1）接続料金相当は、各サービスで使用する設備ごとの需要数に今回申請した接続料金を
乗じて算定しております。

（注2）加入電話・ＩＳＤＮ 基本料の接続料金相当には、回線数の増減に応じて当該設備に係る
費用が増減するものに係る費用（ＮＴＳコスト）の369億円は含んでいません。

①利用者
料金収入

②接続料金
相当

③差分
（①－②）

７
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